
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和３年２月９日（火） ８：２８～８：３８ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：菅 義 偉 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

武 田 良 太 国務大臣（総務大臣） 

上 川 陽 子 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

萩生田 光 一 国務大臣（文部科学大臣） 

田 村 憲 久 国務大臣（厚生労働大臣） 

野 上 浩太郎 国務大臣（農林水産大臣） 

梶 山 弘 志 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

赤 羽 一 嘉 国務大臣（国土交通大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

岸 信 夫 国務大臣（防衛大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（内閣官房長官） 

平 沢 勝 栄 国務大臣（復興大臣） 

小此木 八 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

坂 本 哲 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

西 村 康 稔 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

平 井 卓 也 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

橋 本 聖 子 国務大臣（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣，内閣府特命担当大臣） 

井 上 信 治 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：坂 井 学 内閣官房副長官 

岡 田 直 樹 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      ３件 

○国会提出案件    ６件 

○法律案       ８件 

○政令        ３件 

○人事        １件 

いずれも，案件表のとおり，決定となった。 
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議事内容： 

○加藤国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

まず，閣議案件について，岡田副長官から御説明申し上げます。 

○岡田内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，予備費の使用に

ついて，御決定をお願いいたします。本件は，新型コロナウイルス感染症に係る現

下の状況に鑑み，同ウイルスの市中感染状況の把握に必要な経費外２件に，一般会

計新型コロナウイルス感染症対策予備費から約１兆１，３７２億円を使用するもの

であります。 

次に，「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」に

ついて，御決定をお願いいたします。本件は，「成育過程にある者及びその保護者並

びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な

推進に関する法律」に基づき策定するものであり，後程，厚生労働大臣から御発言

があります。 

次に，信・解任状に認証を仰ぐことについて，御決定をお願いいたします。本件

は，「イスラエル国」駐箚特命全権大使の異動に伴い，交付すべき信任状及び解任状

であります。 

次に，質問主意書に対する答弁書６件について，お手元の資料のとおり，御決定

をお願いいたします。 

次に，法律案８件について，御決定をお願いいたします。まず，「デジタル社会形

成基本法案」は，デジタル社会の形成に関する基本理念及び施策の策定に係る基本

方針等について定めるものであり，「デジタル庁設置法案」は，内閣に同庁を設置す

るとともに，その所掌事務及び組織について定めるものであり，「デジタル社会の形

成を図るための関係法律の整備法案」は，行政手続の効率化のためのマイナンバー

法の改正等，関係法律の整備を行うものであります。 

次に，「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に

関する法律案」は，公的給付の支給を受ける預貯金口座の情報をマイナンバーとと

もに登録できること等を定めるものであり，「預貯金者の意思に基づく個人番号の

利用による預貯金口座の管理等に関する法律案」は，マイナンバーによる預貯金口

座の管理に関する制度の創設等を定めるものであります。 

次に，「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案」は，住民の利便性の

向上及び地方公共団体の行政運営の効率化のため，地方公共団体情報システムの標

準化について，基本方針及び同システムに必要な機能の基準等を定めるものであり

ます。 

次に，「在外公館名称位置給与法の一部改正法案」は，在ダナン総領事館を新設す

るとともに，在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の改定等を行

うものであります。 

次に，「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部改正法案」は，森林

による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み，同法による支援措置

の期限を令和１２年度まで，１０年間延長する等の措置を講ずるものであります。 
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次に，政令３件について，御決定をお願いいたします。まず，「新型インフルエン

ザ等対策特別措置法等の一部改正法の施行に伴う関係政令の整備政令」は，同改正

法の施行に伴い，新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべ

き事態の要件を定める等，関係政令の規定の整備等を行うものであります。 

次に，「押印を求める手続の見直し等のための総務省関係政令の一部を改正する

政令」は，国民や事業者等に求めている押印手続を不要とする等の改正を行うもの

であります。 

次に，「会社法の一部改正法等の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等政令」

は，取締役報酬に関する規律の見直し等に係る条項の削除などの技術的な整備を行

うものであります。 

次に，人事案件について，申し上げます。梅津昇一外１９０名の叙位又は叙勲に

ついて，御決定をお願いいたします。 

〇加藤国務大臣：次に，大臣発言がございます。まず，厚生労働大臣。 

〇田村国務大臣：「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な

方針」について申し上げます。本方針は，成育過程にある者及びその保護者並びに

妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進

に関する法律，いわゆる成育基本法に基づき，今般，新たに定めるものです。具体

的には，医療，保健，教育，福祉などの分野における施策の相互連携が図られ，子

どもの権利を尊重した成育医療等が提供されるよう，成育過程にある者等に対する

横断的な視点での総合的な取組を推進するための基本的事項等を定めております。

成育基本法の理念にのっとり，成育医療等の提供に関する施策を総合的に推進する

ため，関係府省の連携の下，全力で取り組む必要があると考えておりますので，格

段の御協力をお願い申し上げます。 

〇加藤国務大臣：次に，西村大臣。 

〇西村国務大臣：今般，新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法

律により，特措法の対象となる「新型インフルエンザ等」の範囲の見直しを行った

ところです。これを踏まえ，「新型インフルエンザ等対策閣僚会議の開催について」

を一部改正し，法改正に伴う所要の見直しを行うこととしますので，御了解をお願

いいたします。 

〇加藤国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

  引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

御発言はございますか。 

  無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和３年 

２月９日 

◎ 一 般 案件

○ 令 和２ 年 度一 般 会 計新 型コ ロ ナ ウイ ルス 感 染 症対

策 予 備 費 使 用（ ３ 件 ）に つい て （ 決定 )( 財 務 省 ）

〃 ○ 成育 医療 等 の 提供 に関 す る 施策 の総 合 的 な推 進に

関 す る 基 本 的な 方 針 につ いて （ 決 定）

（ 厚 生 労 働省） 

☆ イ スラ エ ル国 駐 箚 特命 全権 大 使 水嶋 光一 に 交 付す

べ き 信任 状 及び 前 任 特命 全権 大 使 相星 孝一 の 解 任

状 に つき 認 証を 仰 ぐ こと につ い て （決 定）

（ 外 務 省） 

◎ 国 会 提出 案件

1. 衆 議 院 議員 松 原 仁（ 立民 ） 提 出ヤ ジ禁 止 に 関

す る 質問 に 対す る 答 弁書 につ い て （決 定）

（ 内 閣 官 房 ） 

○ 1. 衆 議 院議 員 丸 山穂 高（ 無 ） 提出 ＡＩ を 活 用し

た 結 婚 支援 の取 組 み を含 む地 域 少 子化 対策 重

点 推 進 交付 金の 活 用 等に 関す る 質 問に 対す る

答 弁 書 につ いて （ 決 定）   （ 内 閣府 本府 ）

1. 衆 議 院議 員丸 山 穂 高（ 無） 提 出 政党 交付 金 使

途 等 報告 書 のオ ン ラ イン 提出 等 に 関す る質 問

に 対 する 答 弁書 に つ いて （決 定 ） （総 務省 ）

1. 衆 議 院議 員岡 本 充 功（ 立民 ） 提 出医 療崩 壊 に

対 す る政 府 の認 識 に 関す る質 問 に 対す る答 弁

書 に つい て （決 定 ）     （ 厚 生労 働省 ）

1. 衆 議 院議 員岡 本 充 功（ 立民 ） 提 出第 ５１ 回 厚

生 科 学審 議 会感 染 症 部会 議事 録 に 関す る質 問

に 対 する 答 弁書 に つ いて （決 定 ）  （ 同上 ）

1. 参 議 院議 員浜 田 聡 （み ん） 提 出 プラ スチ ッ ク

製 買 物袋 有 料化 に 関 する 質問 に 対 する 答弁 書

に つ いて （ 決定 ）        （環 境省 ）

（ 火 ）閣 議 案 件

資 料
な し

資 料
あ り

資 料
あ り  

〔 別 添 〕
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◎ 法 律 案 

 ○ デ ジ タル社 会 形 成基 本法 案 （ 決定 ）（ 内 閣 官房 ） 

〃  ○デ ジ タル 庁 設 置法 案（ 決 定 ）      （同 上） 

〃  ○ デジ タル 社 会 の形 成を 図 る ため の関 係 法 律の 整備  

に 関 す る 法 律案 （ 決 定） 

内閣官房・内閣府本府・総務・法務・財務・ 

厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通省 

〃  ○ 公的 給付 の 支 給等 の迅 速 か つ確 実な 実 施 のた めの  

預 貯 金 口 座 の登 録 等 に関 する 法 律 案（ 決定 ）              

（ 内 閣 府 本府・ 金 融 庁・ 財務 省 ） 

〃  ○ 預貯 金者 の 意 思に 基づ く 個 人番 号の 利 用 によ る預  

貯 金 口 座 の 管理 等 に 関す る法 律 案 （決 定） 

内 閣 府本 府・ 金 融 庁・ 財務 ・                 

厚生労働・農林水産・経済産業省 

〃  ○ 地方 公共 団 体 情報 シス テ ム の標 準化 に 関 する 法律  

案 （ 決 定 ）        （ 総 務 省・ 内閣 官 房 ） 

〃  ○ 在外 公館 の 名 称及 び位 置 並 びに 在外 公 館 に勤 務す  

る 外 務 公 務 員の 給 与 に関 する 法 律 の一 部を 改 正 す   

る 法 律 案 （ 決定 ）          （外 務 省 ） 

〃  ○ 森林 の間 伐 等 の実 施の 促 進 に関 する 特 別 措置 法の  

一 部 を 改 正 する 法 律 案（ 決定 ）                           

（ 農 林 水 産・財 務 省 ） 

 

◎ 政  令 

○ 新 型イ ン フル エ ン ザ等 対策 特 別 措置 法等 の 一 部を  

改 正 す る 法 律の 施 行 に伴 う関 係 政 令の 整備 に 関 す  

る 政 令 （ 決 定）          （ 内閣 官 房 ） 

〃  ○ 押印 を求 め る 手続 の見 直 し 等の ため の 総 務省 関係  

政 令 の 一 部 を改 正 す る政 令（ 決 定 ）  （総 務 省 ） 

〃  ○ 会社 法の 一 部 を改 正す る 法 律及 び会 社 法 の一 部を  

改 正 す る 法 律の 施 行 に伴 う関 係 法 律の 整備 等 に 関  

す る 法 律 の 施行 に 伴 う経 済産 業 省 関係 政令 の 整 備  

等 に 関 す る 政令 （ 決 定）     （経 済産 業 省 ） 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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◎ 人  事 

   ☆梅 津昇 一 外 １９ ０名 の 叙 位又 は叙 勲 に つい て 

（ 決 定 ） 

 

 

〔 ○ 署 名あ り  ☆ 署 名な し〕    

資 料  
あ り  

6


	030209　閣議議事録
	案件表210209



